
 

令和 6 年 3 月 18日（月）から下記の通り面会制限を緩和

いたします。引き続き、マスクの着用・手指消毒など感染対

策についてご理解・ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会制限緩和のお知らせ 

【面会条件】 

①1日につき 2名まで 

※ 面会は 1日につき 1回限りでお願いします 

②面会日時：14：00～18：00 

③面会時間：15分以内 

④面会場所：3・4階デイルームに限る 

【注意事項】 

1. 面会にお見えになられた方は、病棟入り口のインターホンでお知

らせください 

2. 面会中はマスクを外されないようにお願いします 

3. 面会中は飲食禁止です 

4. 1 週間以内にコロナウイルス感染者やインフルエンザ感染者等

との接触がないこと 

5. 体調不良の方の面会はお控えください 

令和 6年 3月 18日 院長 白濵正博 


